
仕様書
京都市消防局　警防部　警防課
                                               （担当：岩城、和髙 075-212-6734）

第１　概要
この仕様書は、京都市消防局が購入する訓練用発泡剤（訓練用・合成界面活性剤泡薬剤３パーセント型（５倍希釈仕様））及び消泡剤について必要な事項を定める。

第２　品名及び数量
１　訓練用発泡剤：６０Ｌ（２０Ｌ×３缶）
２　消泡剤：１６ｋｇ（１６ｋｇ×１缶）

第３　納入期限
令和８年７月１７日（金）

第４　適用法令等
訓練用発泡剤については、次に揚げる法令等に適合するものであること。
１　泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令（昭和５０年自治省令第２６号。）
２　下水道法（昭和３３年法第７９号）に基づく、下水排出基準に関すること。

第５　提出書類等
契約後速やかに、訓練用発泡剤に係る次の書類等を当局に１部提出すること。
１　納入を予定している薬剤の商品名及び製造会社名
２　製造工場及び所在地を記載したもの
３　製品の安全データシート（ＳＤＳ）

第６　仕様、物性及び性能等
訓練用発泡剤及び消泡剤は次の仕様等を満たしていること。
１　仕様
　⑴　訓練用発泡剤
ア　製造時期
納入日から起算して６ヶ月以内に製造されたものであること。
イ　環境安全
(ア)　薬剤の組成に、フッ素界面活性剤及び水溶性高分子を含まないものであること。
(イ)　下水道法に定める環境安全を示す数値は、希釈液（５倍）を３％水溶液にしたものを更に水で、３倍希釈（５倍希釈液を０．２％混合）した水溶液のＢＯＤ数値は、６００ｍｇ/Ｌ以下であること。
　　　ウ　経年変化
薬剤は、物性等を含めて経年変化を起こさないものとし、発泡性能は約３年間著しく低下しないものであること。
　⑵　消泡剤
　　　　消泡剤は、シリコーン、界面活性剤、水を成分とし、泡消火薬剤及び訓練用発泡剤に使用できるもの。
２　物性
訓練用発泡剤は日本産業規格に基づき各項目を測定し、範囲内でなければならない。
　⑴　比重
　　　　２０℃において０．９０以上１．２０以下（ＪＩＳ　Ｚ　８８０４による。）
　⑵　水素イオン濃度（ＰＨ値）
　　　　６．５以上８．５以下（ＪＩＳ　Ｚ　８８０２による。）
　⑶　粘度
　　　　２０℃において５０ｍ㎡/Ｓ以下（ＪＩＳ　Ｚ　８８０３による。）
　⑷　流動点
　　　　－２．５℃以下（ＪＩＳ　Ｋ　２２６９による。）
　⑸　沈殿量
　　　　０．１容積％以下（ＪＩＳ　Ｋ　２５０４による。）
３　性能
　　　訓練用発泡剤は原液を水道水で５倍希釈（薬剤１：水道水４）にしたものを次の条件において発泡させた場合、十分な性能を満たすこと。
　⑴　発泡性能　
　　　５倍希釈液にしたものを淡水及び海水を使用して、３パーセント混合率において省令に基づく発泡器を使用して発泡させた場合、十分な発泡性能が得られること。
　ア　低発泡性能　　　６倍以上
　イ　高発泡性能　５００倍以上
　⑵　泡還元時間
　　　低発泡及び高発泡における２５パーセント泡還元時間３分以内とする。

第７　納入方法（容器）
１　訓練用発泡剤
　　⑴　材質、形状及び容量
容器は、ＪＩＳ　Ｚ　１７０６に定める容量２０リットルのポリエチレン缶（扁平
形）で商標及び会社名が浮き出し印刷等されていない無垢のものとし、蓋の紛失防止のためのストラップが付いているものであること。
　　⑵　色
　　　　白色で透明であること。
　２　消泡剤
　　　１６キログラム容器１缶で納入すること。容器には、品名等の表示ラベルを添付すること。

第８　納入場所
京都市消防局　消防活動総合センター　管理棟２階　警防課
京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内９４－４

第９　見積書の提出方法等
１　見積書の宛先は、「京都市長」としてください。
２　見積金額は、「消費税及び地方消費税額」を除いた金額を記載し、その旨を明記してください。
３　見積書は、令和８年６月１８日（木）までに、ＦＡＸ（０７５－２１２－６７４８）、メール
（shobokyujo@city.kyoto.lg.jp）、郵送又は持参のいずれかの方法により、当課消防担当まで提出してください。
４　契約が決定した業者のみに御連絡差し上げますので御了承ください。

第１０　その他
この仕様書に疑義を生じた場合、または変更が必要な場合は当局の指示を受けること。
